自動車リサイクル法の許可・登録等申請手数料に関する
納付書送付依頼書 
· 申請者・送付先 太枠内はすべてご記入ください。 
	申請者住所 
	〒 
 

	申請者名 
（法人の場合は会社名） 
	 

	送付先住所 
	〒 
 

	担当者名 
	 

	担当者連絡先電話番号 
	 


[bookmark: _Hlk219725359][bookmark: _Hlk219725339]● 申請内容　必要な手数料の太枠内にチェックをしてください。
	手続き名 
	手数料 
	☑

	引取業者登録申請手数料 
	4,000円 
	□

	引取業者登録更新申請手数料 
	4,000円 
	□

	フロン類回収業者登録申請手数料 
	4,000円 
	□

	フロン類回収業者登録更新申請手数料 
	4,000円 
	□

	解体業許可申請手数料 
	78,000円 
	□

	解体業許可更新申請手数料 
	70,000円 
	□

	破砕業許可申請手数料
	84,000円
	□

	破砕業変更許可申請手数料
	67,000円
	□

	破砕業許可更新申請手数料
	77,000円
	□


[bookmark: _Hlk219725797]● 宛て先　　
返信用封筒（送付先住所の記入・切手貼付）と、この依頼書を同封して、下記まで郵送してください。 

	本店所在地[法人] 住所[個人]
	送付依頼書の宛先
	住所

	鎌倉市､ 逗子市、三浦市、 葉山町 に限る
	横須賀三浦地域県政総合センター
環境部 環境課 
	〒238-0006 
横須賀市日の出町２-９-19 
℡ (046)823-0210（代表） 



